
入 札 公 告 

 

豊浦やまと光星園旧施設解体撤去工事の一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。   

  

 令和４年１１月９日 

 

                          社会福祉法人豊浦豊和会 

                          理事長  渡  里  隆  一 

 

1. 入札に付する事項 

（１）工 事 名 : 豊浦やまと光星園旧施設解体撤去工事 

（２）工事場所 : 虻田郡豊浦町字大和 225番地 3 

（３）工 期 : 令和 4年 12月 1日から令和 5年 6月 9日まで 

（４）工事概要 : 工事範囲は別添付図面の範囲とする。 

         詳細は現地確認とする。 

外壁塗装材にアスベスト含有物を有する。（調査報告書有） 

（５）支払条件 : 着工時：１０％  中間時：４０％  

         残 金：工事完成後の引渡し日以降に請求書を受領した日の翌月の     

                         末に支払う。 

（６）そ の 他 : 対象敷地内除雪作業に要する重機は、施設所有重機の使用が可能で

ある。 

（７）公告期間 : 令和 4年 11月 9日から令和 4年 11月 21日 

 

２. 発注者 

虻田郡豊浦町字大和 83番地 10 

社会福祉法人 豊浦豊和会  理事長  渡  里  隆  一  

 

３. 入札の方法 

  この入札は、北海道保健福祉部建設工事マニュアル及び社会福祉法人豊浦豊和会経

理規程に基づいて設定した一般競争入札に付する規定により行う。 

 

４. 入札参加資格 

  この入札に参加しようとする者は次に掲げる条件を満たすものとする。 

（１）北海道における解体工事業の建設許可業者であり過去 5 年以内に石綿除去を含

む解体実績のある業者であること。この工事に必要な工事技術者を配置できる

こと。 

（２）道における建築工事「競争入札参加資格」が Ａ 又はＢ等級に格付されている業

者であること。 



（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定（一般競争入 

札の参加の資格）に該当しない者であること。（以下、任意形式の契約書を添付）  

（４）北海道競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第 2 第 1 項の規定による指名

競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（５）北海道暴力団の排除の推進に関する条例、北海道条例第 57条に規定する第２条

に規定する暴力団関係者でないこと。 

 

５. 契約条項を示す場所 

〒049-5402 

虻田郡豊浦町字大和 151番地 2 豊浦やまと光星園 

社会福祉法人 豊浦豊和会  理事長  渡  里  隆  一 

    電話 0142-86-1144 / FAX 0142-86-1129 

 

６．入札参加資格審査申請書等の提出に関する事項 

（1） 入札参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付し

て審査を受けなければならない。  

ア一般競争入札参加資格審査申請書（様式はホームページ登載） 

イ 解体業許可通知書又は建設業許可通知書  

ウ 工事期間内に竣工が可能である旨を示す書類等 

エ 連絡先、メールアドレス 

（2）受付期間 : 令和 4年 11月 15日から令和 4年 11月 21日までの午前 10時から 

午後 4時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く) 

（3）受付場所 : 豊浦やまと光星園 虻田郡豊浦町字大和 151番地 2 

        電話番号：0142-86-1144 

（4）提出方法 : 新型コロナウィルス感染防止のため郵送とする。 

        担当者：成田  事前連絡（0142-86-1144） 

ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。  

イ 提出された申請書及び資料は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。  

ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。  

 

７. 入札参加資格審査に関する事項  

   4項に掲げる入札参加資格の審査は、申請時に内容確認し積算用図書等を配布する。 

 

８. 設計図書等の閲覧及び現場説明会 

（1）現場説明会は行わない。  

（2）工事範囲図面（ホームページ登載） 

   

 

 



９. 入札執行の日時及び場所 

（1）入 札 日 : 令和 4年 11月 25日（金） 午前 11時開始（時間厳守）  

（2）入札場所 : 虻田郡豊浦町字船見町 95 

         中央公民館 2階大会議室 

        電話：0142-83-2239 

(3) 開札場所 

   (2)と同じ 

(4) その他 

 ア 入札書及び内訳書の提出を求めます。（様式はホームページ登載） 

   イ 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。 

  ウ 提出された資料は、無断でほかに使用しない。 

  エ 提出された資料は、返却しない。 

  オ 入札書及び積算内訳書については、提出後の再提出は認めない。 

 

10. 入札方法等及び落札者の決定 

（1）入札方法は、代表者又は代理人が入札を行う。 

（2）入札参加者が 1 社の場合でも、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した

者を落札予定者とする。但し予定価格に達しなかった場合は直ちに再度入札を 2

回まで行う。その後は最低入札者と協議とする。  

 

11. 入札保証金及び契約保証金  

（1）入札保証金 : 免除する。 

（2）契約保証金 : 免除する。  

 

12. 入札書記載金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に 100分の 10に相当 

する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切 

り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税 

(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の 110分の 100に相当する金額を 

入札書に記載すること。 

 

13. 消費税課税事業者申出書 

  落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税課税事業者申出書を提出のこと。  

 

14. 予定価格等 

本工事の予定価格は入札後公表とする。 

 

 



15. 開札に立ち会う者に関する事項 

法人監事、法人理事、建替準備委員が入札立会予定。 

 

16. 契約に関する事項 

(1) 契約は、落札後７日以内に契約締結する。（理事会承認後） 

(2) 工事請負契約書は、受託者側が作成する。 

 

 

17. 入札無効に関する事項 

(1) 入札の公告に示した入札参加資格要件に該当しない又は該当しなくなった者によ 

る入札 

 (2) 申請書等に虚偽の記載をしたことが明らかになった者による入札 

 (3) 北海道知事が別に定める建設工事等入札心得及びその他の入札に係る条件に違反 

した者による入札 

(4) 入札書の提出時に積算内訳書の提出を求めている場合において、積算内訳書が未 

提出又は提出された積算内訳書が未記入であるなど不備がある者の入札。 

 

18. その他  

 (1) 最低制限価格は、設定しておりません。 

 (2) この入札は、公開します。（傍聴の手続きはホームページ登載） 

入札執行傍聴定員は、５名とし、当日入札会場入り口に表示する。 

(3) 落札結果については、開札後即時発表する。 

(4) 入札手続きの取り消し 

  落札者の決定後において、入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手

続き全体を取り消すことがある。 

（5）入札参加者は、北海道建設工事執行規則及び北海道建設工事競争入札参加心得を

厳守しなければならない。 

 


